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県内建設業一斉監督指導の実施結果を公表します 
～ 監督指導を実施した約７割の工事現場で法違反を確認 ～ 

 

１ 東日本大震災復旧・復興工事の本格化に伴い多くの工事が継続されており、労働

災害の発生が危惧されるところ、特に年末年始は労働災害の多発が懸念される季節

であることから、岩手労働局（局長 小鹿 昌也）では、令和元年 12月 2日（月）

から同月 20日（金）まで、建設工事現場に対する監督指導を集中的に実施しました

ので、その結果を公表します。 

104現場について監督指導を実施した結果、71現場（68.3%）で法違反を確認した

ため、是正・改善に向けた指導を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 県内建設業一斉監督指導の実施結果を受けて、発注機関・建設業関係団体（合計

96団体）に対して、今後の労働災害防止対策と過重労働による健康障害（過労死等）

の防止に向けた取組として、６項目の重点事項の徹底を要請しました。（要請内容

については別添２「要請書」参照） 

 

３ 建設工事現場における労働安全衛生法違反について、死亡災害の発生等の重大な

事態につながる危険性が高いことから、引き続き、発注機関とも連携しつつ、建設

工事現場に対する重点的な監督指導等を実施することとしています。 

【照会先】 

岩手労働局労働基準部監督課 

監督課長    川上 明 

主任監察監督官 熊谷 久 
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【結果の概要】（詳細は別添１のとおり） 

１ 監督指導実施現場数          104現場 

          うち  内陸地域     64現場 

           沿岸地域     40現場 

２ 法違反を認めた現場数          71現場 違反率 68.3％ 

うち  内陸地域     52現場 違反率 81.3％ 

沿岸地域     19現場 違反率 47.5％ 

 



                  

令和元年度 県内建設業一斉監督指導実施結果 

 

１ 監督指導実施状況 

 県内の監督指導実施現場数（以下「監督現場数」という。）は104現場で、このうち何らか

の労働安全衛生法違反を認めた現場（以下「違反現場数」という。）は71現場であった。監

督現場数に対する違反現場数の割合（以下「違反率」という。）は 68.3%であった。 

 内陸地域と沿岸地域の別では、内陸地域での監督現場数は 64現場、違反現場数は 52現場

（違反率81.3%）、沿岸地域での監督現場数は40現場、違反現場数は19現場（違反率

47.5％）であった。 

 また、法違反を認めた現場のうち、危険箇所への立入禁止や作業停止、機械設備等の使用停

止等（以下単に「使用停止等」という。）の行政処分を行ったのは 10現場（内陸地域4現

場、沿岸地域6現場）であった。 

 なお、法違反ではないが、1か月当たりの時間外・休日労働時間数が、45時間を超え80時

間以内である現場が8現場（内陸地域 5現場、沿岸地域3現場）あった。 

＜表１＞ 
※ 内陸地域は盛岡署・花巻署・一関署の管轄地域を、沿岸地域は二戸署、宮古署、釜石署、大船渡署 

の管轄地域を示す。 

 

２ 項目別の違反状況 

 項目別の法違反では、「元方事業者の講ずべき措置等（＊1）」が最も多くなっており、58

現場（違反率55.8％）でその違反を認めた。 

 以下、「墜落防止措置（＊2）」（44現場、違反率 42.3％）、「注文者の措置（＊3）」（32

現場、違反率30.8％）、「車両系建設機械・移動式クレーン災害防止措置（＊4）」（20現

場、違反率19.2％）、「作業主任者の選任・職務（＊5）」（7現場、違反率 6.7％）の順とな

っている。 

＜表２＞ 

項目別違反状況 違反現場数 違反率％ 使用停止等 

元方事業者、注文者の講ずべき措置等 58 55.8 7 

墜落防止措置 44 42.3 10 
注文者の措置 32 30.8 7 

車両系建設機械・移動式クレーン災害防止措置 20 19.2 0 
作業主任者の選任・職務 7 6.7   

※ 1つの現場で複数の違反があった場合があるため、表１の合計と表２の違反現場数の計とは一致しない。 

*1 下請が法令に違反しないよう必要な指導を元請が行っていない等 

*2 高さ２メートル以上の足場や作業床の端に手すり等を設けていない等 

*3 下請けの労働者に使用させる原材料、設備等に必要な労働災害防止措置を行っていない等 

*4 車両系建設機械（ドラグショベル）、移動式クレーン等を使用して作業を行う場合に作業計画を定めていない、接触する危

険のある箇所に立入禁止措置等を講じていない等 

*5 労働災害を防止するために特に管理を必要とする作業において、作業主任者を選任していない、作業主任者にその職務を履

行させていない等

 

監督現場数 

 

違反現場数 
 

違反率 使用停止等 

合計 104現場 71現場 10現場 68.3% 

 内陸地域 64現場 52現場 4現場 81.3% 

 沿岸地域 40現場 19現場 6現場 47.5% 

別添１（要請書別紙１） 



                  
３ 主な違反の態様 

（１）元方事業者、注文者の講ずべき措置等 

① 建築工事現場において、元請の現場代理人が、下請に違反が生じている状況であるにも関

わらず、下請に対して安全な作業を行う上で必要な指導を行っていなかったことから是正勧

告した。 

 

② 建築工事現場において、元請が設置した足場、作業床等を下請け業者に使用させるにあた

って、墜落防止等の必要な安全確保のための措置を行っていなかったことから是正勧告し

た。 

 

（２）墜落防止措置 

① 建築工事現場において、足場の一部に手すり・中さんが設けていなかったことから是正勧

告した。 

 

② 建築工事現場において、高さ２ｍ以上の作業箇所に囲い等を設けていなかったため、使用

停止等命令書を交付し、囲い等の取り付けを命じた。 

 

（３）車両系建設機械・移動式クレーン災害防止措置 

① 車両系建設機械を用いて作業するにあたり、機械の作業範囲内において作業を行うに際

し、誘導者を配置していなかったことから是正勧告した。 

 

② クレーン仕様のドラグショベルをクレーンモードで使用するにあたり、移動式クレーンと

しての、作業範囲や玉掛用具を明示した作業計画を作成していなかったことから是正勧告し

た。 

 

（４）作業主任者の選任・職務 

 作業主任者を選任していたが、関係労働者に対して、見やすい箇所に作業主任者の氏名等

を掲示する等により周知していなかったことから是正勧告した。 

 

（５）その他 

 アーク溶接作業を行う労働者に対して、呼吸用保護具（防塵マスク）を使用させていなか

ったため是正勧告した。 

 

 

 

 

 

 

 



                  

（参考） 

１ 前年同期における監督指導結果 

  

平成30年
12月

令和元年
12月

132 104

内陸地域 70 64

沿岸地域 62 40

77
(58.3%)

71
(68.3%)

内陸地域
44

(62.9%)
52

(81.3%)

沿岸地域
33

(53.2%)
19

(47.5%)

61
(46.2%)

58
(55.8%)

31
(23.5%)

32
(30.8%)

47
(35.6%)

44
(42.3%)

20
(15.2%)

20
(19.2%)

13
(9.8%)

7
(6.7%)

作業主任者の選任・職務

項目別違反
状況

合計

合計

監督指導
実施現場数

違反現場数

元方事業者の講ずべき措置等

墜落防止措置

車両系建設機械・移動式クレーン災害防止措置

注文者の措置

 

 

 

 

２ 墜落制止用器具（安全帯）の使用状況 

墜落制止用器具（安全帯）の使用が必要な現場数 59現場 

胴ベルト型墜落制止用器具（安全帯）を使用している現場 55現場 

フルハーネス型墜落制止用器具（安全帯）を使用している現場 20現場 

(ア) 胴ベルト型とフルハーネス型の両方を使用する現場があるため、合計は一致しない。 

  



                  

                           岩労発基 0131第 1号  

令和 2 年 1 月 31 日 

 

 

 （発注機関・建設業関係団体） 殿 

 

 

  岩 手 労 働 局 長 

 

 

 

建設工事現場における労働災害防止対策の徹底について（要請） 

 

 

 時下、益々御清栄のこととお慶び申し上げます。 

 日頃から労働行政に対し格別の御理解と御協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、岩手労働局では、関係者の皆様方の御協力を得て建設業における労働災害の防止に取り組

んでいるところですが、特に年末年始にかけては、慌ただしさに加えて路面凍結等の労働環境の悪

化による労働災害の発生及び過重労働による健康障害（過労死等）の発生も懸念されることから、

令和元年 12月2日から同月 20日までの間、建設工事現場に対する監督指導を集中的に実施しまし

た。 

 その結果、監督指導を実施した 104現場のうち71現場（68.3％）で何らかの労働安全衛生法違反

を認め、特に、重篤な労働災害につながりかねない墜落防止措置については44現場（42.3％）、重

機との接触防止措置等の危険防止措置については 20現場（19.2％）、作業主任者の選任・職務に係

る法違反については 7現場（6.7％)という状況が認められたところです。 

 また、墜落制止用器具（安全帯）の使用が必要な現場が 59現場あり、このうちフルハーネス型の

墜落制止用器具を導入している現場は、20現場に留まっており、より一層の普及を目指して取り組

みを進めていくことが必要となっています。 

 なお、時間外労働につきましては、96現場が１か月当たり 45時間以下となっており、8現場にお

いて月45時間を超え80時間以下となっており、月 80時間を超えている現場はなくなっており、今

後とも着実な労働時間対策を進めていくことが重要です。 

 つきましては、別紙１の「監督指導実施結果」及び別紙２の「建設工事現場における労働災害防

止のための６項目の重点事項」についてあらゆる機会を捉えて関係事業者に周知いただくとともに、

今後、貴機関・団体においてパトロール等を実施される際にも、特に別紙２の６項目を重点事項と

して、御指導いただきますようお願い申し上げます。 

 

  

別添２ （写） 



                  
  要請書別紙２ 

 

建設工事現場における労働災害防止のための６項目の重点事項 

 

１ 元方事業者、注文者の下請事業者に対する指導等の徹底 

 工事全般について大きな権限と責任を有する元方事業者が、工事現場において法令違反が生じ

ないよう下請事業者を適切に指導することにより、元方事業者と下請事業者が一体となって労働

災害の防止を図ること。また、下請労働者に使用させる、足場等の設備については法令違反の状

態で使用させることがないよう徹底を図ること。 

 

２ 墜落防止措置の徹底 

 高さ２メートル以上の足場や作業床の端、開口部等に手すり等を設けるなど法令に基づく墜落

防止措置を徹底すること。特に、作業の必要上、臨時に手すり等を取り外した場合に、作業を終

えた後も復旧されないままとなっている現場が散見される等安全意識が必ずしも全ての作業員に

徹底されていない実態が認められることから、速やかに復旧することを徹底するとともに、日常

点検を確実に行うこと。 

 さらに、墜落制止用器具を使用する作業においては、フルハーネス型の墜落制止用器具導入を

推進する。 

 

３ 建設機械による災害防止対策の徹底 

 車両系建設機械や移動式クレーン等を使用する場合には、あらかじめ作業計画を作成して作業

を行うこと。また、作業者との接触を防止するための立入禁止措置など法令に基づく措置を確実

に講じること。 

 

４ 作業主任者の選任と職務の励行 

 作業主任者を選任すべき作業は労働災害を防止するために特に管理を必要とする作業であるこ

とから、作業主任者を選任し、当該作業主任者の指名及びその者に行わせる事項を作業場の見や

すい場所に掲示する等により関係労働者に周知を行うとともに、その職務の励行を徹底すること。 

 

５ 安全意識の高揚 

 労働災害を防止するためには、作業員一人ひとりが安全を優先した作業を徹底することが重要

であることから、例えば「安全決意宣言」の活動を実施する等、作業員一人ひとりの安全意識の

高揚を図ること。 

 

６ 過重労働による健康障害（過労死等）の防止 

 過重労働による健康障害を防止するためには、これまでの働き方を見直し、効率的な働き方を

進めていくことが必要であることから、長時間労働を前提とした労働慣行を見直し、早く帰る労

働慣行への転換を図るため、トップによるメッセージの発信、ノー残業デーの設定、労働時間の

適正な把握、時間外・休日労働の削減、睡眠時間の確保など労働者の健康づくりの取組を推進す

ること。 

 

 


